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流域水害対策計画に定める事項について
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流域水害対策計画では、浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨等を踏まえ、流域分担（流域全体各々の対策が担

う目標量）の検討を行う。

その上で、河道等の整備に加えて、流域における雨水貯留浸透対策や土地利用の方針（貯留機能を有する土地の

保全、著しく危険なエリアでの住宅等の安全性の確保）などの浸水被害防止・軽減対策を位置づける。

一. 計画期間

二. 浸水被害対策の基本方針

三.都市浸水の発生を防ぐ
べき目標となる降雨

四. 都市浸水想定

五. 特定都市河川の整備
六. 河川管理者が行う雨水
貯留浸透施設の整備

七. 特定都市下水道の整備
十. 特定都市下水道のポンプ
施設の操作

八. 雨水貯留浸透施設の整
備その他雨水の一時的
な貯留、又は地下への
浸透

九. 雨水貯留浸透施設整備
計画の認定に関する基本
的事項

十一. 都市浸水想定の区域に
おける土地の利用

十二. 貯留機能保全区域又は
浸水被害防止区域の
指定等

十三. 被害の拡大を防止する
ために必要な措置

流域分担の
検討

河川管理者主体 下水道管理者主体

河川・下水道管理者以外の者主体

浸水被害対策の検討の前提となる降雨。
計画対象降雨の検討では、洪水と雨水出水で降雨

を区別せず、特定都市河川流域として一の計画対
象降雨を定めることを基本とし、10 年以上の再現期
間を有する降雨とする。

 なお、河川整備計画と下水道事業計画における降
雨波形や降雨量に大きな差がある場合に、 計画対
象降雨とは別に、雨水出水による浸水被害の防止
を目標とする降雨を定めることを妨げるものではな
い。



特定都市河川流域の現状と課題

■雲出川流域の概要
 幹川流路延長は55kmで、津市と松阪市を流下する。
 下流の平野部の年平均降水量は全国平均並である。流域内の約55％は山地等で占められ、市街地は下流域に集中する。
 雲出川流域は、中央構造線の北側に位置し、下流域は、主に砂・礫及び粘土が分布する。
 雲出川の流れは、発達した河岸段丘と沖積平野を形成している。河岸段丘上には市街地、河川周辺には水田耕作地が分布する。
 雲出川の流域は、上流域、中流域、下流域に区分され、それぞれに多様な生物が生息生育および繁殖の場となっている。

流域及び氾濫域の諸元

流域面積 ：550km2

幹川流路延長 ：55km
流域内人口 ：約9万人
想定氾濫区域面積 ：約65km2

想定氾濫区域内人口 ：約5万人
想定氾濫区域内資産額：約8,900億円
主な市町村 ：津市、松阪市

【出典：河川現況調査】

下流域の土地利用状況

流域の土地利用

山地等
約55%

農地
約34%

市街地
約11%

土地利用

○流域の約55％が山地等を占める。
○市街地は下流域に集中。
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流域図



特定都市河川流域の現状と課題

■特定都市河川流域の概要
 雲出川水系内に位置する中村川・波瀬川・赤川は、雲出川河口から7k～9k付近で雲出川に合流。
 中村川流域では、右岸は伊勢中川駅をはじめとした市街化が進んでいる。左岸側は、赤川無堤部に位置する氾濫

原と重複しており、農地が主体。
 波瀬川流域では、津市一志総合支所や一志駅（JR線）・川合高岡駅（近鉄線）など重要施設が存在。雲出川合流

点付近は、左右岸ともに雲出川の赤川・其村無堤部が位置する氾濫原となっており、農地が主体。
 赤川流域では、下流部は雲出川の氾濫平野が広がり、合流部付近は赤川無堤地区に位置する。

 雲出川では、かつては12箇所の無堤部が存在。
 これまでに順次締切が行われ、現時点では6箇所

（牧、小戸木、赤川、其村、中川原、庄田）に減少。

 中村川・赤川合流点付近には赤川無堤部が、波瀬
川合流点付近には其村無堤部が位置し、近年の
浸水被害の原因

河岸段丘上に市街地形成

氾濫した場合は背後へ拡散するおそれあり

雲出川
河岸段丘

左岸

周
囲
堤

低平地雲出川

右岸

雲 出 川

波 瀬 川

庄田地区

其村地区

中川原地区

小戸木地区

牧地区

無堤部

津市

中 村 川
松阪市

赤川地区

伊勢中川駅

長 野 川

：家屋浸水被害が発生
しない最大浸水範囲

：無堤部

しょうだ

なかがわら

あかがわ

そのむら

こべき

まき

赤川
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特定都市河川流域の現状と課題

■過去の浸水実績

 雲出川の基準点雲出橋において既往最大となる昭和57年8月洪水では、中村川島田橋地点、波瀬川下川原橋地点
で計画高水位を上回る洪水が発生するとともに、中村川・波瀬川において破堤し、浸水面積977ha、被災家屋1,426
棟の洪水被害となった。

 近年においても平成16年、平成21年、平成26年、平成29年の洪水等で浸水被害が生じている。

H29.10洪水の浸水

状況

中村川

雲出
川

波瀬川

: 浸水区域

赤川

赤川地区

牧地区

小戸木地区

其村地区

【H29.10洪水浸水実績】(約380ha浸水) 4

※１ 流量は氾濫がないとした場合の計算値
※２ 「水害統計」の値（但し、昭和34年9月、平成16年9月洪水は、三重河川国道事務所資料による）



 流域水害対策計画に基づき、流域のあらゆる関係者が協働し、流域一体で総合的かつ多層的な対策を講じる。
 河川、下水道整備の加速化や流域対策の実施・促進により、中村川・波瀬川・赤川の堤防決壊等を含む壊滅的な被

害を解消させる。
 一部支川氾濫や内水による浸水が想定される区域においては、雨水排水施設の検討、整備や水害リスク（浸水深

や浸水頻度等）、まちづくり計画を踏まえた土地利用規制（貯留機能保全区域、浸水被害防止区域の指定）等を活
用し、流域内住民の安全の確保を図る。

 中村川・波瀬川・赤川での浸水被害対策の基本的な考え方及び３つの視点からの対策による分担イメージを下に示
す。

特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針

■基本的な考え方

＜中村川＞ ＜波瀬川＞

＜赤川＞

（特定都市河川）

①氾濫をできるだけ防ぐ･減らす対策

③被害の軽減、早期復旧、復興の対策

②被害対象を減少させるための対策

河川整備

流域での貯留対策（雨水貯留浸透施設の整備、ため池の治水利用、水田の貯留機能向上等）

土地利用規制（浸水被害防止区域・貯留機能保全区域の指定等）

浸水被害の拡大防止のための措置

下水道整備
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特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針

■計画期間

 計画期間は、河川整備計画（国、県）、公共下水道事業計画、まちづくりの計画期間を考慮した上で設定するものと
する。

 計画対象降雨に対し、流域一体で総合的かつ多層的な浸水被害対策による浸水の解消又は軽減する効果を発現
させるために必要な期間として、計画期間は、概ね30年とする。

●中村川・波瀬川（国）

「雲出川水系河川整備計画（国管
理区間）（H26）」における河川整
備計画の対象期間は概ね３０年。
（残りの期間としては２０年程度）

●赤川（三重県）

「一級河川雲出川水系（指定区間）
河川整備計画（R5）」における
河川整備計画の対象期間は

概ね３０年。

津市雨水管理総合計画では、
概ね５年後（R10）を目途に

目標設定。

松阪市公共下水道全体計画では、
概ね１７年後（R22）を

目標として設定。

「三重県都市計画基本方針」（平成
29年3月策定）では概ね２０年後の

都市の姿を展望。
（計画期間は１０年）

河川 下水道 まちづくり

河川、下水道、まちづくりの計画期間を考慮

【計画期間の考え方】

計画期間を概ね３０年と設定
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特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針

■計画区域

 計画区域は、中村川・波瀬川・赤川流域に放流する公共下水道事業計画の区域を含め
た中村川・波瀬川・赤川特定都市河川流域全体とする。

河川名
区間

上流端 下流端

国
土
交
通
大
臣
指
定

中村川 三重県松阪市嬉野上小川町字大広１４６３番地先 雲出川への
合流点

駒返川 三重県松阪市嬉野島田町字焼野２３６５番地先 中村川への
合流点

大谷川 三重県松阪市嬉野薬王寺町字奥田１２１７番地先 中村川への
合流点

井置川 左岸：三重県松阪市嬉野矢下町字小坂８９３番２地先
右岸：三重県松阪市嬉野矢下町字松川原１１１４番地先

中村川への
合流点

岩倉川 三重県松阪市与原町字森ノ上９９０番地先 中村川への
合流点

飯福田川 三重県松阪市後山町字新道８０４番２地先 中村川への
合流点

柚原川 三重県松阪市柚原町字柏原１３６５番１地先 中村川への
合流点

波瀬川 三重県津市一志町波瀬字広垣内７１３６番１地先 雲出川への
合流点

三
重
県

知
事
指
定

赤川 左岸：津市一志町小山字新中野１５０８番地先
右岸：津市一志町小山字新中野１５１８番地先

雲出川への
合流点

凡例
特定都市河川（国管理）
特定都市河川（県管理）
特定都市河川流域（中村川）
特定都市河川流域（波瀬川）
特定都市河川流域（赤川）
雲出川流域界
行政界 7

波瀬川

津市

松阪市



特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針

■計画対象降雨

 本計画における都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨（計画対象降雨）については、河川・下水道整備におけ
る事業計画にて定められた目標降雨とは別に、流域での甚大な水害を象徴する降雨を１つ定めることとする。

 過去の災害履歴や雲出川水系河川整備計画との照合を鑑みて昭和57年8月実績降雨を定める。

洪水と雨水出水で降雨を区別せず、
特定都市河川流域として1つの計画対象降雨を定めることを基本とする

流域で大きな被害をもたらしたS57.8月洪水を選定

計画対象降雨

国
管理河川

県
管理河川

津市

河
川
整
備

下
水
道

松阪市

＜現行計画＞

［R5.3月］
津市雨水管理総合計画（波瀬川排水区）

⇒概ね8 年に１回程度の確率で発生する降雨

［R5.4月］
一級河川雲出川水系（指定区間）河川整備計画

⇒ 赤川 ： S57.8月気候変動考慮

［H26.3月］
雲出川水系河川整備計画
⇒ 中村川 ： 流量確率1/25 1,000m3/s

波瀬川 ： 流量確率1/25 330m3/s（S57.8月）

［R1］
松阪市公共下水道全体計画（中川西部排水区）

⇒概ね7年に１回程度の確率で発生する降雨

追加

踏襲

踏襲

踏襲

＜流域水害対策計画＞

次期整備計画相当［R6変更予定］
⇒中村川：1,150m3/s（S57.8実績）

波瀬川： 380m3/s（S46.9実績）

現行計画踏襲
⇒赤川：S57.8気候変動考慮

現行計画踏襲
⇒概ね8 年に１回程度の確率で発生

する降雨

現行計画踏襲
⇒概ね7 年に１回程度の確率で発生

する降雨

河川・下水道整備における
各事業計画にて定める目標降雨
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 都市浸水想定として、計画対象降雨（昭和57年8月実績降雨）が生じた場合に、洪水（外水氾濫）または雨水出水
（内水氾濫）による浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深や範囲を示す。

 ハード整備実施後も、浸水リスクが残存する区域については、流域内住民への周知に努め、流域水害対策計画に
定められた浸水被害対策の基本方針に従い、流域のあらゆる関係者が協働し、流域一体で総合的かつ多層的な
浸水被害対策を講じるものとする。

 本計画における都市浸水想定では、雲出川からの越水を考慮していない。

都市浸水想定

項目 都市浸水想定 ハード整備実施後※１

浸水世帯数（世帯） 約 2,550 世帯 約 310 世帯

浸水面積（ha） 約1,010ha 約350ha

計算条件 河道 現況河道 流域水害対策計画河道

流域対策 ―
現況排水機場、現況下水道

流域での土地利用規制
計画下水道整備

【都市浸水想定図】 【ハード整備実施後※１の浸水想定区域図】

【都市浸水想定における浸水戸数、浸水面積、計算条件】

※１：流域水害対策計画に基づく河川整備（国、三重県）、
下水道整備（津市、松阪市）等。
雲出川においては雲出川水系河川整備計画に

基づく河川整備。
※２：浸水戸数及び浸水面積は、シミュレーションにより

予測した都市浸水想定の区域に基づき算出 9



 本計画における都市浸水想定では、雲出川からの越水を考慮していない。
 しかし実際には、本流域の特性として旧来より其村地区・赤川地区を中心として、雲出川本川からの越水による浸

水被害が頻発することが知られている。
 実現象との照合を考慮し、本計画においては以下の浸水想定についても参考とする。

（参考：雲出川からの越水を考慮した浸水想定区域図）

【浸水想定区域図（雲出川からの越水を考慮）】 【ハード整備実施後※１の浸水想定区域図（雲出川からの越水を考慮）】

※1：流域水害対策計画に基づく河川整備（国、三重県）、下水道整備（津市、松阪市）等。

雲出川においては雲出川水系河川整備計画に基づく河川整備。
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都市浸水想定

【都市浸水想定】
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【ハード整備実施後※１の浸水想定区域図】

都市浸水想定

12
※1：流域水害対策計画に基づく河川整備（国、三重県）、下水道整備（津市、松阪市）等。

雲出川においては雲出川水系河川整備計画に基づく河川整備。



【浸水想定図（雲出川からの越水を考慮）】
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（参考：雲出川からの越水を考慮した浸水想定区域図）



【ハード整備実施後※１の浸水想定区域図（雲出川からの越水を考慮）】

14

（参考：雲出川からの越水を考慮した浸水想定区域図）

※1：流域水害対策計画に基づく河川整備（国、三重県）、下水道整備（津市、松阪市）等。

雲出川においては雲出川水系河川整備計画に基づく河川整備。



特定都市河川の整備に関する事項（国が行う河川整備）

■中村川・波瀬川

 国が行う河川整備については、中村川の小川橋地点で、1,150 m3/s、波瀬川の八太新橋地点で、380 m3/sを目標
に河川改修を進め、気候変動後（２℃上昇時）の状況においても平成26年11月に策定した河川整備計画での目標
と同程度の治水安全度を確保することとして、家屋浸水被害を防止することを目標とする。

 さらに、気候変動の影響を踏まえて更なる河川整備や洪水調節機能の増強を検討する。
 具体的な対策については、河川整備計画を見直し位置づける。

河川 種別 区間・施設名称 機能概要

中村川

水位低下対策
（樹木伐開）

松阪市嬉野宮古町
松阪市嬉野中川町

～松阪市嬉野島田町

1.3k～2.1k付近
3.9k～5.3k付近

流下断面増大による流下能力向上
水位低下対策
（河道掘削）

松阪市嬉野島田町
～松阪市嬉野一志町

0.0k～2.7k付近

松阪市嬉野一志町
～松阪市嬉野島田町

3.5k～4.5k付近
4.7k～5.2k付近

横断工作物の
改築・補強等

天花寺橋 2.0k付近

改築・補強などによる流下能力向上

JR名松線 中村川橋梁 2.1k付近
古田井用水堰 2.1k付近
三郷井堰 3.5k付近
一志橋 3.5k付近
一志井堰 5.2k付近

堤防強化 松阪市嬉野宮古町 1.6k～1.8k付近 堤防整備による堤防強化

波瀬川
水位低下対策
（河道掘削）

津市一志町八太 1.9k～2.9k付近 流下断面増大による流下能力向上

【雲出川水系河川整備計画に基づく整備中及び今後予定の治水対策箇所（中村川・波瀬川）】
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特定都市河川の整備に関する事項（国が行う河川整備）

■中村川・波瀬川

雲出川水系河川整備計画に基づく整備中
及び今後予定の治水対策箇所

（中村川）

雲出川水系河川整備計画に基づく整備中
及び今後予定の治水対策箇所

（波瀬川）

 中村川では、河道掘削や樹木伐開を実施し、河道掘削に伴い必要となる護岸整備を行うとともに、著しく治水上の
支障となる橋梁や堰について、治水効果や上下流バランス、水利用の合理化を総合的に勘案しつつ、施設管理者
と連携・調整し必要に応じて改築・補強等の対策を行う。

 波瀬川では水位低下対策として河道掘削等の対策を行う。

16
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特定都市河川の整備に関する事項（国が行う河川整備）

■雲出川本川

 中村川・波瀬川・赤川が接続する雲出川本川からのバックウォーターや雲出川への排水制限の影響により、特定
都市河川流域への水害リスクが高まる。

 雲出川の河川整備による洪水時の水位低下が、特定都市河川流域における浸水被害の防止に寄与するため、雲
出川水系河川整備計画に基づき、雲出川本川の河川整備を推進する。

 さらに気候変動の影響を踏まえて更なる河道整備を検討し、具体的な対策については、河川整備計画を見直し位
置付ける。

河川 種別 区間・施設名称 機能概要

雲出川

遊水機能の
確保

津市牧地区 8.4k付近 遊水地整備、堤防整備、樋門・樋管の
整備、家屋移転等津市久居小戸木地区 10.6k付近

無堤部対策
津市赤川地区 7.5k～7.8k付近

堤防整備、水門、樋門・樋管の整備等
津市其村地区 9.8k～10.4付近

水位低下対策
（樹木伐開）

津市須賀瀬町
～津市一志石橋

7.8k～16.2k付近

流下断面増大による流下能力向上
水位低下対策
（河道掘削）

津市牧町 7.9k～9.4k付近
津市川方町

～津市小戸木町
10.2k～11.1k付近

【雲出川水系河川整備計画に基づく整備中及び今後予定の治水対策箇所（雲出川）】

雲出川での今後予定の河川整備の概要 17
雲出川

其村地区

無堤部
対策

無堤部
対策

堤防整備

雲出川
中村川

既成
既成

赤川地区
8.0k

高水敷掘削

赤川

小堤撤去



特定都市河川の整備に関する事項（三重県が行う河川整備）

■赤川

 三重県が行う河川整備については、令和5年4月に策定した一級河川雲出川水系（指定区間）河川整備計画に基づ
き、赤川の平生地点で65 m3/sを目標に河川改修を進め、戦後最大である昭和57年8月洪水を目標として、将来気
候変動による降雨量増を考慮した上で、赤川の近鉄橋より下流部において洪水を安全に流下させることとする。

 赤川では、国が行う赤川地区無堤部での暫定堤防整備、水門・樋門整備等と一体となり、主に河道拡幅により河積
を増大するとともに、堤防高が不足する区間については、堤防嵩上げを行う。

赤川での今後予定の河川整備の概要 18

河道拡幅・掘削、堤防嵩上げ、
護岸工、橋梁架替

近鉄橋



下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項

 津市雨水管理総合計画（R5.3改定）では、波瀬川流域に位置する波瀬川排水区を重点対策地区として位置付けて
おり、概ね8年に1回の確率で発生し得る規模の降雨（71.4 mm/hr）に対する整備としてポンプ場、調整池、水路改
修等を予定している。

河川 市名 排水区 整備内容

波瀬川 津市 波瀬川第一～第七排水区
ポンプ場※

調整池※

水路改修※

※整備内容については現時点の整備メニューであり、今後変更となる可能性がある。

津市波瀬川排水区における整備内容

※出典：津市雨水管理総合計画（R5.3）
津市波瀬川排水区でのポンプ場整備箇所

■津市 （波瀬川排水区）
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下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項

 松阪市公共下水道事業計画（R3.3策定）では、中村川流域に位置する中川西部排水区において概ね7年に1回の
確率で発生し得る規模の降雨（60.1 mm/hr）に対し、浸水被害の解消を目指す整備（管渠、ポンプ場、貯留施設整
備）を位置づけている。

 松阪市では、現在気候変動の影響を踏まえた計画降雨を位置づけた松阪市雨水管理総合計画の令和6年度中の
策定に向けて検討を進めている。

河川 市名 排水区 整備内容

中村川 松阪市 中川西部排水区
管渠※

ポンプ場※（0.71m3/s、1.6m3/s×2）
貯留施設※

※整備内容については現時点の整備メニューであり、今後変更となる可能性がある。

松阪市中川西部排水区における整備内容

松阪市中川西部排水区での事業計画

■松阪市 （中川西部排水区）

20



特定都市河川において河川管理者及び下水道管理者以外の者が行う雨水貯留浸透施設の整備その他浸水被害の防止を図るための

雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する事項

 内水浸水被害の解消や流域内の雨水が河川へ急激に流入することを抑制するため、公共施設・用地・公園等への
雨水貯留浸透施設の整備を推進することとし、浸水想定区域図をもとにした被害想定を勘案の上、流域内の小・中
学校グラウンド等を活用した雨水貯留浸透施設の整備等を検討する。

 民間事業者等による雨水貯留浸透施設の整備を促進する。開発に伴う防災調整池や貯留施設等を設置する際に
は、さらなる貯留機能を付した雨水貯留浸透施設の整備を働きかけ、雨水貯留浸透施設整備計画の認定に基づく
支援制度を活用する。

 個人住宅等に設置する雨水貯留タンク、浸透枡や浄化槽の雨水貯留施設への転用等について、流域内の市によ
る助成等の支援により、流域内の住民等による各戸貯留を促進し、流出抑制を図る。

■雨水貯留浸透施設

 農業利用するため池については、堤の健全度などを踏まえつつ、かんがい用水に余裕がある 時期において、台風
の接近など大雨が予測される際には、あらかじめ水位を低下させ、雨水を一時的に貯留する機能を確保する対策
（低水位管理等）について啓発・普及を推進する。

 受益地の減少等により、利水機能を活用しなくなったため池等では、貯留機能の保全・有効活用による治水利用を
検討する。

■ため池の治水利用

※出典：三重県二級水系流域治水プロジェクト（R4.3）

ため池の治水利用イメージ 21



 流域内の水田を対象として、所有者の同意のもと排水口に調整板を設置することで、排水量を調整する水田貯留
を積極的に推進する。

■水田貯留

 流域に設置されている防災調整池等の雨水貯留浸透施設は、流域内の浸水被害の防止に有効であることから、保
全調整池の指定などにより、その機能の保全に努める。

 雨水の一時的な保水・遊水機能を有する山林・緑地・農地の保全や開発抑制などの協力要請を積極的に実施し、
これらの機能の保全に努める。

 また、特別緑地保全地区の指定等を含め、流域内の浸透機能を有する緑地等の土地の保全を促進する。

■既存の防災調整池等や保水・遊水機能を有する土地の保全

水田貯留イメージ
※出典：三重県二級水系流域治水プロジェクト（R4.3）

特定都市河川において河川管理者及び下水道管理者以外の者が行う雨水貯留浸透施設の整備その他浸水被害の防止を図るための

雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する事項

22



 開発等による雨水浸透阻害行為に該当する1,000 m2以上の行為に対しては、流出雨水量の増加を抑制するため
の対策工事を義務化し、事前許可制とすることで着実に対策を実施するとともに、その機能の中長期的な維持に努
める。

 また、対策工事の義務付けの対象外となる1,000 m2未満の行為に対しては、当該雨水浸透阻害行為による流出
雨水量の増加を抑制するために必要な措置を講ずるよう努める。

■雨水浸透阻害行為の許可等

※出典：三重県HP：特定都市河川流域内における雨水浸透阻害行為許可申請

雨水浸透阻害行為に関するリーフレット

特定都市河川において河川管理者及び下水道管理者以外の者が行う雨水貯留浸透施設の整備その他浸水被害の防止を図るための

雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する事項

23



下水道管理者が管理する

特定都市下水道のポンプ施設の操作に関する事項

 中村川・波瀬川沿川には家屋等が密集した市街地が広がっているため、万が一、現在の河川の整備水準を上回る
規模の降雨が発生し、河川からの越水及び破堤などにより氾濫した場合には、甚大な浸水被害の発生が懸念され
る。

 一方、本流域内には内水排除のためのポンプ施設が設置されているが、外水氾濫のおそれがある場合には、その
被害を助長させないこと、より効果的に都市浸水を軽減し、人的被害の防止並びに財産及び経済的被害を軽減さ
せることを目的として、必要に応じて操作規則の見直しを行い、流域全体における浸水被害の最小化を図るための
検討が必要である。

出典：大和川流域水害対策計画R4.5 P43

内水排除ポンプの運転イメージ
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 特定都市河川流域における浸水の拡大を抑制する観点から、洪水や雨水を一時的に貯留する機能を有する土地
について、「貯留機能保全区域」に指定する。

 三重県知事が市長からの意見聴取を実施し、当該土地の所有者の同意を得て指定するものとする。
 指定に向けた候補地の選定や合意形成にあたっては、河川と隣接する区域や水域として連続する区域などは生物

の生息・生育・繁殖環境にとっても重要であること、土地の貯留機能を保全することから区域内の水害リスクやごみ
等の流入が残ること等について協議会において検討を行う。

 土地の所有者や利害関係者に説明を行い、理解促進に努める。
 浸水リスクに晒される地域において、下流の河川整備を待たずに、早期かつ効率的に家屋における浸水被害の防

止・軽減を図るため、制度の活用を検討する。

貯留機能保全区域又は浸水被害防止区域の指定の方針

■貯留機能保全区域の指定について

貯留機能保全区域のイメージ図 25



 貯留機能保全区域の指定の対象となる土地については、都市浸水想定の区域や、施設の整備後においても堤防
からの越水や暫定堤防からの溢水及び内水等による浸水が想定される区域を基本とする。また水田や、住家の立
地等、同一の土地利用形態を呈する土地も併せて指定する。

 下流域の浸水被害の低減効果や貯留機能を阻害する盛土等の行為がもたらす周辺の宅地等への影響を踏まえ、
浸水の拡大を抑制する効用が認められ、かつ、貯留機能を有する土地を対象とする。

貯留機能保全区域又は浸水被害防止区域の指定の方針

■貯留機能保全区域の指定の方針

ハード整備実施後※１の浸水想定区域図

26

：堤防からの越水や暫定堤防
からの越水及び内水等によ
る浸水が予想される区域

※1：流域水害対策計画に基づく河川整備（国、三重県）等。雲出川本川においては雲出川水系河川整備計画に基づく河川整備。



 浸水被害が頻発し、住民等の生命や身体に著しい危害が生じるおそれがあるエリアに対し、住民等の生命及び身
体の保護のため、当該土地について、「浸水被害防止区域」に指定する。

 浸水被害防止区域は、洪水が発生した場合に著しい危害が生ずるおそれがある土地において、開発規制・建築規
制を措置することで高齢者等の要配慮者をはじめとする住民等の生命・身体を保護するために指定する。

 指定にあたっては、三重県知事が市長からの意見聴取等を実施し、関係者の意向を十分踏まえて指定するものと
する。

貯留機能保全区域又は浸水被害防止区域の指定の方針

■浸水被害防止区域の指定について

浸水被害防止区域のイメージ図 27



：床上浸水
：床下浸水
：市街化区域
：赤川流域界
：波瀬川流域界
：中村川流域界

都市浸水想定

 浸水被害防止区域の指定の対象となる土地については、都市浸水想定で床上浸水が見込まれる土地を基本とす
る。

 土地利用形態、浸水実績等を踏まえ、一円の区域を抽出し、過大な区域とならないよう留意しつつ、必要に応じて
同等の規制を講じる。

 発現していないハード対策の効果をあらかじめ見込むことは適切でなく、ハード整備の進捗により水災害リスクが
低減した場合に区域を縮小することを検討する。

貯留機能保全区域又は浸水被害防止区域の指定の方針

■浸水被害防止区域の指定の方針

28



 貯留機能保全区域、浸水被害防止区域の指定の方針に用いた都市浸水想定では、雲出川からの越水を考慮して
いない。

 しかし実際には、本流域の特性として過去より其村地区・赤川地区等の無堤部を中心として、雲出川からの越水に
よる浸水被害が頻発する地域であることが知られている。

 実現象との照合を考慮し、貯留機能保全区域、浸水被害防止区域の候補地の選定にあたっては以下の雲出川の
越水を考慮した浸水想定も参考として検討する。

貯留機能保全区域又は浸水被害防止区域の指定の方針

■貯留機能保全区域と浸水被害防止区域の指定の方針（雲出川からの越水考慮）
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【浸水想定図（雲出川からの越水を考慮）】 【ハード整備実施後※１の浸水想定区域図（雲出川からの越水を考慮）】

※1：流域水害対策計画に基づく河川整備（国、三重県）、下水道整備（津市、松阪市）等。

雲出川においては雲出川水系河川整備計画に基づく河川整備。



 流域のあらゆる関係者によるリスクコミュニケーションの充実を図ることを念頭に、河川管理者、下水道管理者及び
地方公共団体は被害の最小化を図るため、迅速な情報提供・収集に向けた取組等について推進する。

■リスクコミュニケーションの充実

浸水被害が発生した場合における

被害の拡大を防止するための措置に関する事項

要配慮者施設の避難計画作成
（津市）

防災教育
（津市立香良洲小学校）

 平成27年に発生した関東・東北豪雨災害を契機に水防災意識社会を再構築することを目的に、設置した「雲出川
外大規模氾濫減災協議会」において、令和3年度から令和7年度までの円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動等、
大規模氾濫時の減災対策として「雲出川外河川の減災に係る取組方針」をとりまとめた。

■大規模氾濫に関する減災対策

雲出川外河川で発生し得る大規模な水害に対し、「住民の防災意識の向上」、「逃げ遅れゼロ」、
「社会経済被害の最小化」を目指す。

取組方針
① 迅速な避難と被害の最小化に向けた地域住民の防災意識向上のための取組
② 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な情報提供を行うための取組
③ 氾濫による被害の軽減のための迅速かつ的確な水防活動・排水活動の取組

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく雲出川外河川の減災に係る取組方針
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 令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、雲出川
流域において、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策「流域治水」を計画的に推進する
ための協議・情報共有を行うことを目的に令和2年8月に「雲出川流域治水協議会」を設立し、令和3年3月に「雲出
川水系流域治水プロジェクト」を策定した。

 また、気候変動の影響による降水量の増大に対して、早期に防災・減災などを実現するため、流域のあらゆる関係
者による様々な手法を活用した対策の一層の充実を図り、令和5年8月に「雲出川水系流域治水プロジェクト2.0」と
して更新した。

■気候変動に備えた流域治水対策

浸水被害が発生した場合における

被害の拡大を防止するための措置に関する事項

雲出川水系流域治水プロジェクト2.0
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 河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体は、あらゆる関係者と連携し、事業の進捗状況及び流域の変化に
ついて、多面的な視点から定期的にモニタリングを実施し、雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策協議会
に報告するとともに、浸水被害対策による効果等を適切に評価する。

 これに加え、流域における浸水被害の発生状況も踏まえ、浸水被害の防止又は軽減のため、必要に応じて、地域
住民や民間事業者、学識経験者などの意見を聞き、計画の効果的な実施・運用に向けた改善を図るとともに、事業
の進展に伴う整備内容の変更や気候変動による降雨量増を踏まえた新たな事業計画が策定された場合など、適
宜、流域水害対策計画の見直しを行うものとする。

■流域水害対策計画の計画管理

その他

浸水被害の防止を図るために必要な措置に関する事項

【計画管理項目】

①事業の進捗状況
河川事業及び下水道事業の整備

②流域内の開発状況
各市における流域内の開発箇所及び面積

③雨水貯留浸透施設等の整備状況
・河川管理者、下水道管理者、地方公共団体及び民間事業者等

が設置した雨水貯留浸透施設の位置及び容量等
・雨水浸透阻害行為に該当する1,000㎡以上の対策工事で設置

された防災調整池の位置及び容量等
・低水位管理を実施したため池数
・水田貯留を実施した水田の位置及び面積等
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